
　

【担当省庁：文部科学省、文化庁】

【参考】宇治茶に関する国際的な評価の高まり

【参考】「アジアの茶産地景観」を主題とするイコモス調査

■本府の日本遺産の認定状況

■「日本遺産サミット」の概要

■「日本遺産魅力発信推進事業」
　▶ 情報発信、人材育成、普及啓発、公開活用のための整備に対する補助制度

　②「宇治茶の文化的景観」

　　・世界遺産登録の可能性を明らかにするために、イコモスが

　　　実施した「アジアの茶生産景観」を主題とする調査(平成

　　　28年)では、日本茶の代表として選出

　　・文化的景観に関する世界各地の専門家からの評価も踏ま

　　　え、毎年提案書を改訂して提案中

　　・「日本茶800年の歴史散歩～京都山城」として、日本遺産

　　　に認定（第1号：平成27年4月）

　世界遺産暫定一覧表へ、以下の項目を追加していただきたい。

　▶ 日本文化の世界への発信強化につなげるために暫定一覧表への早期追加が必要
　▶ しかし、平成18・19年度以降公募がなく追加記載されていない（現状11件）

日本の文化遺産等の世界への発信について

1　世界遺産暫定一覧表への追加
■世界遺産暫定一覧表の現状
　▶ 世界文化遺産への登録は、まずは暫定一覧表に記載される必要がある

フランソワ・ゴンドラン氏（フランス文化賞保護地区建築局長）

京 都 府
の担当課

 企画理事（075-414-4529）
 文化スポーツ部 文化政策課(075-414-4217)
 農林水産部　農産課（075-414-4944）

　①「天橋立」

　　・平成20年度に世界遺産暫定一覧表候補のカテゴリーⅠａ評価

　　・平成26年7月に課題を整理した提案書を文化庁へ提出

１件あたり
平成２８年度 37 1,275 34

予算額
（百万円）

　①日本茶８００年歴史散歩 ～京都・山城～（㉗㉘㉙）
　②鎮守府横須賀･呉･佐世保･舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～(㉘㉙)
　③３００年を紡ぐ絹が織りなす丹後ちりめん回廊(㉙)
　　参考：日本遺産全国認定件数（29年度）　54件
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モニカ・ルエンゴ氏（前イコモス文化的景観国際委員会委員長）
▶ 現地を見て、潜在的に顕著な普遍的価値を持っているという認識をもった
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▶ 宇治茶の生産景観は多様な風景がパッチワークのように組み合わさりできている
▶ これはブドウ畑など巨大な農業景観の世界遺産と比べると際立つ特色だと思う
関剣平氏（浙江農林大学茶文化学院副教授）
▶ 中国の古典茶文化の要素は日本に一番豊富に残った

▶ 宇治茶の生産景観は、非常にすばらしい
▶ 関係者が宇治茶の世界遺産を誇りに思うプロセスのスタートラインに立っている
西村幸夫氏（日本イコモス国内委員会委員長）

（関係国：日本、中国、韓国、ベトナム、ミャンマー、インド、スリランカ）

2　日本遺産の魅力
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 Ｈ28年1月にユネスコの諮問機関イコモスから、アジアの茶産地景観の世界遺産登録につ
いて可能性を明らかにするための論文作成が関係国の各イコモスに対し依頼されたとこ
ろ、日本茶の代表として宇治茶が選出。平成28年11月にイコモスに論文を提出。

　①日本遺産認定地域の情報発信の取組に加え、各認定地域の日本

　　遺産を活用した地域活性化、経済効果を創出する取組に対して

　　も、国としてさらに主体的に取り組んでいただきたい。

　②日本遺産の認定地域が、継続して観光誘客等に取り組めるよう

　　「日本遺産魅力発信推進事業」の十分な財源確保とともに、３

　　年を超えても補助金交付をしていただきたい。

　③日本遺産の認知度向上のため、国においても関係省庁と連携

　　し、積極的な普及啓発活動を実施いただきたい。

　▶ 本府で日本遺産サミットを今年度に開催（平成29年７月１日、２日）
　▶ 従来からの各認定地域の情報発信のみならず、各地域由来の食・産物等の展示販売や
    観光商談会等、日本遺産を活用した新たな地域活性化の取組を実施

平成２９年度 54 1,673 31

  ▶ 今後、日本遺産サミット等で各地域が取り組む地域活性化の取組を国が主体的に支援
    し、日本遺産の新たな価値を実感でき世代を超えて受け継いでいくことが可能となる

　「３００年を紡ぐ絹が織りなす丹後ちりめん回廊」が新たに日本

遺産に認定され、京都府では３件の日本遺産を有しているが、全国

の日本遺産を世代を超えて受け継ぎ、新たな価値を生み出す資産と

してより一層活用していくため、国内外への魅力発信、地域活性化

への取組み支援など下記の措置を講じていただきたい。

  ※この交付金は柔軟に活用できないという課題がある
　　　→ 交付対象から10万円以上の備品整備が除外
  　　→ 各費目毎に詳細に単価の上限を設定

件数
（累計）


